
                                   

1 

 

（別紙） 

桜井東中学校区義務教育学校（⻑寿命化改修）施設整備 

基本計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル 評価基準書 

 

１ 評価基準書の位置づけ 

  本評価基準書は、桜井東中学校区義務教育学校（長寿命化改修）施設整備基本計画策定

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）に記載する

桜井東中学校区義務教育学校（長寿命化改修）施設整備基本計画策定業務委託業者選考

委員会（以下「選考委員会」という。）における審査方法のほか、審査にあたっての評

価項目、配点等を定めるものです。 

 

２ 審査方法 

  選考委員会による書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、最優秀提案者を選定

します。 

（１）書類審査 

「３ 書類審査基準」により、参加事業者及び配置予定技術者の実績等を評価し、

プレゼンテーション審査を受けることができる参加事業者を選定（3 者程度）し、その

結果は、令和 8年 5月 27日（水）に全ての参加事業者へ、電子メールにて通知します。

参加事業者が 3者に満たない場合でも、参加資格がない場合や提出書類に不備がある場

合には失格とします。 

 

（２）プレゼンテーション審査 

   参加事業者から提出された企画提案書に基づいて、プレゼンテーション審査及びヒア

リングを実施します。プレゼンテーション審査では、本業務への理解度や取り組み意

欲、業務の実現可能性等を「４ プレゼンテーション審査基準」により評価します。 

 

（３）価格評価 

   「５ 価格評価基準」に基づき、提案された価格を評価します。 

 

（４）最優秀提案者及び次点提案者の選定 

   書類審査の結果にプレゼンテーション審査と価格評価の合計評価点を算出し、評価点

の順位が 1 位の参加者を最優秀提案者、2 位の参加者を次点提案者とします。合計評価

点が同じ参加者が複数の場合は、企画提案に対する評価点が高い者を上位として決定

します。 

   なお、評価点の算出にあたっては、小数点第 3位以下は切り捨てた点数とします。 

 

３ 書類審査基準 

評価項目 評価の視点 配点 

業務実績・実施

体制に対する評

価 

事業者の業務実績 
過去 10年間の同種・類似業務の実績が豊富

であるか。 
6点 

配置技術者の資格 
管理技術者、照査技術者、担当技術者の資

格は十分か。 
5点 

配置技術者の実績 
過去 10年間の同種・類似業務の実績が豊富

であるか。 
10点 

業務実施体制 
本業務を十分に遂行できる業務実施体制を

構築できているか。 
4点 

計 25点 
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（１）事業者の業務実績（最高 6点） 

   過去 10年以内（平成 28年 4月 1日以降）に受注し、履行完了した同種業務及び類似

業務の実績（実績の有無及び件数）について評価を行います。 

   実績件数（最大 3件）の 1件あたりの基礎配点を 2点として、区分係数及び件数を乗

じた合計点数で評価します。 

基礎配点 

Ａ 

区分係数 

Ｂ 

実績件数 

Ｃ 

評価点 

Ａ×Ｂ×Ｃ 
合計 

2.0 
同種 1.0    件  

最高 6点 
類似 0.5    件  

 

（２）配置技術者の資格（最高 5点） 

   管理技術者、照査技術者の保有資格について評価を行います。 

   基礎配点は、管理技術者が 3点、照査技術者が 2点として、区分係数を乗じた合計点

数で評価します。 

担当業務 
基礎配点 

Ａ 

区分係数 

Ｂ 
評価点 

Ａ×Ｂ 
合計 

保有資格 係数 

管理技術者 3.0 
①～③ 1.0 

 

最高 5点 
④ 0.7 

照査技術者 2.0 
①～③ 1.0 

 
④ 0.7 

  ※保有資格①は、一級建築士、保有資格②は、技術士「総合技術監理部門（建設－都市

及び地方計画）」、保有資格③は、技術士「建設部門（都市及び地方計画）」、保

有資格④は、ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）。 

 

（３）配置技術者の実績（最高 10点） 

   過去 10年以内（平成 28年 4月 1日以降）の管理技術者、照査技術者及び担当技術者

の同種業務及び類似業務の実績（実績の有無及び件数）について評価を行います。 

実績件数（最大 2件）の 1件あたりの基礎配点は、管理技術者が 2点、照査技術者が

1 点、担当技術者が 2 点として、区分係数及び実績件数を乗じた合計点数で評価します。 

担当業務 
基礎配点 

Ａ 

区分係数 

Ｂ 

実績件数 

Ｃ 

評価点 

Ａ×Ｂ×Ｃ 
合計 

管理技術者 2.0 
同種 1.0   件  

最高 10点 

類似 0.5   件  

照査技術者 1.0 
同種 1.0   件  

類似 0.5   件  

担当技術者 2.0 
同種 1.0   件  

類似 0.5   件  

  （注）担当技術者を複数人配置する場合の評価点は、それぞれの担当技術者の評価点を

平均した数値を評価点とします。 

 

（４）業務実施体制（最高 4点） 

   本業務に配置される技術者の人数について評価を行います。 

技術者の人数 評価点 合計 

3人 2点 

最高 4点 4人 3点 

5人以上 4点 
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４ プレゼンテーション審査基準 

評価項目 評価の視点 配点 

企画提案に対す

る評価 

テーマ 1 
本業務の基本的な考え方を十分に理解し、業務目的

を達成するための適切な方針が示されているか。 
10点 

テーマ 2 

本業務を進めていくための手順が明確に示され、業

務期間内で遂行可能な工程が組まれているか。ま

た、その進捗管理を適切に行うための提案がされて

いるか。 

10点 

テーマ 3 

既存施設の現状の把握と義務教育学校開設に向けた

長寿命化改修等方針の進め方等が具体的・適切であ

り、かつ法令制約を踏まえたものになっているか。 

10点 

テーマ 4 

安全性と機能性を両立した義務教育学校開設におけ

る構造的制約を踏まえた合理的で適切な改修計画・

配置計画の考え方が示されているか。また、その考

え方をもとにした検討方法が示されているか。 

15点 

テーマ 5 

内装木質化・ZEB化・バリアフリー・ICTなどの適正

な整備レベルの設定・設備等が具体的かつ実現性可

能な考え方になっているか。 

10点 

プレゼンテーシ

ョン評価 

取組意欲 本業務に対する取組意欲と熱意が感じられるか。 5点 

説明能力 説明や質問に対する応答が明瞭でわかりやすいか。 5点 

計 65点 

（１）評価方法 

   プレゼンテーション審査では、評価項目毎に下記の基準に基づいて 5段階評価を行い

ます。 

段階 評価の段階の基準 評価点 

Ａ 非常に優れている 配点×1.0 

Ｂ 優れている 配点×0.8 

Ｃ 普通 配点×0.6 

Ｄ 劣っている 配点×0.4 

Ｅ 非常に劣っている 配点×0.2 

 

５ 価格評価基準 

価格評価点 
最も安価な見積額を提示した提案者の見積額を基準とする。 

※10点×（最も安価な見積額÷当該提案者の提示する見積額） 

(配点) 

10点 

 


